
県内における民間のブロック塀等の安全対策に係る補助制度一覧

事業名 診断 除却 新設 改修 担当部署 電話

千葉市 危険ブロック塀等改善補助事業 ○ ○ 千葉市
住宅供給公社 043-245-7527

市川市 危険コンクリートブロック塀等除却事業補助金 ○ 建築指導課 047-712-6337

船橋市 危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業補助金 ○ 建築指導課 047-436-2674

木更津市 危険ブロック塀等安全対策事業補助金 ○ ○ 建築指導課 0438-23-8596

松戸市 危険コンクリ－トブロック塀等対策事業 ○ 建築指導課 047-366-7368

野田市 野田市危険私有ブロック塀等撤去費補助金 ○ 都市計画課
建築指導担当 04-7125-1111（内線2686）

茂原市 危険ブロック塀等改善補助金 ○ ○ 建築課 0475-20-1588

成田市 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 ○ 建築住宅課 0476-20-1564

佐倉市 佐倉市危険コンクリートブロック塀等の除却
フェンス等の設置及び緑化推進補助金 ○ ○ 建築指導課 043-484-6169

旭市 旭市危険ブロック塀等撤去補助金 ○ 都市整備課 0479-62-5895

習志野市 危険コンクリートブロック塀等安全対策費補助事業 ○ 建築指導課 047-453-9231

柏市 柏市危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助事業 ○ 建築指導課 04-7167-1145（直通）

勝浦市 勝浦市危険ブロック塀等改修事業補助金 ○ 〇 都市建設課 0470-73-6627

市原市 危険ブロック塀等の安全対策事業 ○ ○
※ﾌｪﾝｽのみ 建築指導課 0436-23-9091

流山市 ブロック塀等対策事業 ○ ○
※ﾌｪﾝｽのみ 建築住宅課 04-7150-6088

八千代市 危険コンクリートブロック塀等撤去費補助事業 ○ 建築指導課 047-421-6774

我孫子市 住宅リフォーム補助金 ○ ○ ○ 建築住宅課 04-7185-1111（内線601）

鴨川市 小学校通学路危険ブロック塀等安全対策費補助金 ○ 都市建設課 04-7093-7835

鎌ケ谷市 鎌ケ谷市危険コンクリートブロック塀等除却推進事業補助金 ○ ○ 建築住宅課 047-445-1466

君津市 君津市危険ブロック塀等除却事業補助金 ○ 建築課 0439-56-1142

四街道市 危険コンクリートブロック塀等安全対策事業補助金  ○ ○
※ﾌｪﾝｽのみ 建築課 043-421-6144

八街市 八街市危険ブロック塀等除却費補助事業 ○ 都市計画課 043(443)1430

印西市 印西市危険ブロック塀等除却費補助金 ○ 建築指導課 0476-33-4657

白井市 白井市危険コンクリートブロック塀等対策事業 ○ 建築宅地課 047-492-1111

富里市 危険ブロック塀等撤去費補助事業 ○ 都市計画課 0476-93-5148

南房総市 ブロック塀等撤去支援事業補助金 ○ 建設課 0470-33-1101

香取市 香取市危険ブロック塀等撤去事業助成金 ○ 都市整備課 0478-50-1214

山武市 危険コンクリートブロック塀等撤去事業補助金 ○ 都市整備課 0475(80)1191

いすみ市 ブロック塀等改修促進補助金 ○ ○ 危機管理課 0470-62-2000

酒々井町 危険コンクリートブロック塀等撤去補助金 ○ まちづくり課 043-496-1171（156）

栄町 危険コンクリートブロック塀等除却工事費補助金 ○ まちづくり課 0476-33-7719

多古町 多古町ブロック塀等対策事業補助金 ○ 空港まちづくり課 0479-76-5408

東庄町 危険ブロック塀等安全対策事業補助金 〇 まちづくり課 0478-86-6074

芝山町 芝山町危険ブロック塀等対策事業補助金 ○ ○ 企画空港政策課 0479-77-3909

一宮町 一宮町ブロック塀等改修促進事業 ○ ○ 都市環境課 0475-42-1430

睦沢町 睦沢町危険ブロック塀除却事業補助金 ○ 産業建設課 0475-44-2522

白子町 住宅リフォーム補助金 ○ ○ ○ 建設課 0475-33-2116

長南町 長南町住宅リフォーム補助金 ○ ○ 建設環境課 0475-46-3394

神崎町 危険ブロック塀等安全対策事業補助金 〇 まちづくり課 0478-72-2114

御宿町 御宿町ブロック塀等撤去費補助金 〇 建設水道課 0470-68-6693

※市町村により補助の要件等が異なりますので、詳細は上表の窓口にお問合せください。

補助内容
市町村名

窓口

診断：地震に対するブロック塀等の安全性の評価、除却：ブロック塀等の一部又は全部を取り除く工事
新設：ブロック塀等の撤去に伴い新たに塀を設置、改修：ブロック塀等の補強工事
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